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※鳥取県調べ
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増え続ける「計画策定」規定

〇地方に対する「計画策定」規定が増大 ⇒H12年以降 10件/年のペースで増大
〇計画策定と財政的インセンティブを絡めるケースも存在

義務規定
“策定しなければならない”

努力義務規定
“策定するよう努める”

任意規定
“策定することができる”

うち約３割(109件)に
財政的インセンティブ
(補助金、地方債等)の規定

(2019)(1992)
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（法律に規定された地方の計画策定の数）

地方分権一括法施行
（機関委任事務の廃止等）
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※四角囲いは鳥取県策定の計画

「計画策定」規定の具体例
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〇環境分野を例にとっても、数多くの計画策定する必要がある。
⇒鳥取県では、複数の計画を一つの計画に包含している例も。

〇議員立法で規定されているものや、補助金に紐づけされている計画策定も存在。

都道府県食品ロス削減推進計画
食品ロスの削減の推進に関する法律（R元年）

生物多様性地域戦略
生物多様性基本法（H20年）

湖沼水質保全計画
湖沼水質保全特別措置法（S59年）

地方公共団体実行計画
地球温暖化対策の推進に関する法律（Ｈ10年）

地域気候変動適応計画
気候変動適応法（Ｈ30年）

廃棄物処理計画
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（S45年）

令和新時代とっとり環境
イニシアティブプラン

鳥取県廃棄物処理計画 中海に係る湖沼水質保全計画

鳥取県生物多様性地域戦略環境分野
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努力

義務

努力

義務
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補助金

補助金

補助金 R3～

議員立法



地域の自主性を制限する「従うべき基準」

〇地域の実情に応じたルールづくりは地方自らがすべきであるが、「従うべき基準」など数多くの
基準が存在し、地域の自主性を制限している。
〇特に、福祉分野に多く存在し、毎年度、見直しを求める声が地方から挙がっている。
〇今年度も、地方分権改革に関する提案募集に、基準の見直しを求める提案が数多く挙がってい
るが、いずれも見直しは難しい状況。
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＜所管省庁からの回答＞
地域の創意工夫により保育の質の向上に努めることは重要と考えるが、保育所の居室面積については、
利用者の処遇・安全・生活環境に直結することから、全国一律の最低基準を設けるべきものであり、保
育の質の「低下を防ぐ」ことを地域の創意工夫に委ねることは、この趣旨に反する。

＜保育所の居室面積基準の見直し＞

市町村が柔軟に待機児童の発生抑制に取り組めるよう、乳児室やほふく室、保育室等の居室面積に係
る「従うべき基準」を地域の実情に応じて定めることができるよう見直しを求める。

＜居室床面積の基準(1人当たり)＞
０、１歳児の乳児室：1.65㎡以上、０、１歳児のほふく室：3.3 ㎡以上、２歳児以上の保育室：1.98㎡以上

今年度（R2年度）の地方分権改革に関する提案募集 提案事項

従うべき基準
• 施設等の管理基準を条例で定める際、必ず適合しなければならない基準
• 当該基準の範囲内で基準を定めることは許容されるが、基準の範囲を超える場合は
違法



「従うべき基準」の見直しを求める地方の意見

＜所管省庁からの回答＞
介護保険は公的な制度であるため、地域性を問わず、介護サービスの質の確保にとって必要不可欠であり、全ての事

業所が適切なサービスを提供するために遵守すべきものについては、全国一律で「従うべき基準」として整理している。

＜訪問看護ステーションの看護師配置基準の見直し＞
看護師配置基準が「従うべき基準」により2.5人と定められていることから、小規模で運営している事業
所が一時的に人員基準を満たさなくなった場合に事業休止・廃止にならないよう、地域の実情に応じて
配置基準を定めることができるよう見直しを求める。

＜所管省庁からの回答＞
定員の上限は、小規模多機能型居宅介護の創設前から実践されてきた先行的な取組を参考に、利用者が認知症の場合
でも混乱を来すことなく、家庭的な環境や職員とのなじみの関係がつくられるための条件として、利用者の立場に立っ
て設定されているもの。

＜小規模多機能型居宅介護事業所の定員基準の見直し＞

小規模多機能型居宅介護の利用定員の上限が「従うべき基準」により29名と定められており、事業規模を
拡大することができず、利用者のニーズに応えることができないケースも生じていることから、利用定員の基準を
地域ごとに定めることができるよう見直しを求める。

＜病児保育事業における職員配置要件の緩和＞

保育士及び看護師各１名以上が必要とされている病児保育事業の職員配置要件を、保育士に代わって
「子育て支援員」（保育士資格を有しないが、子育て支援に必要な研修を修了した者）の配置を可能に
するなど、地域の実情に応じて職員を配置することができるよう基準の緩和を求める。

＜所管省庁からの回答＞
病児保育事業病児対応型及び病後児対応型においては、日々対象となる児童が異なり、症状・年齢・発達もそれぞれ
異なることなどから、看護師の配置だけでなく、保育士にもより高度な専門性が求められる。このため、本事業を適
切かつ安全に実施するためには、保育士に代えて、子育て支援員の配置を可能する人員配置基準の緩和は困難である。
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県と県民(企業等)との間における押印県と県民(企業等)との間における押印

すべての行政手続がデジタルで完結出来るよう推進（行政手続デジタル化原則、押印廃止、添付資料削減、ペーパーレス推進等）

鳥取県庁内(知事部局)はすでに取組済み（すでに「ハンコ手続廃止県」）

県民利便性の向上（行政手続の「いつでも、どこからでも、あらゆるデバイスで」を提供、行政レスポンスのスピード化）
県庁業務の効率化（意思決定のスピード化、テレワークなど職員が場所を問わず手続事務ができる環境の拡大）

電子決裁により ペーパーレス等により

「新たな行政様式確立プロジェクト」と連動して徹底

【適用範囲外】
国が法令等で定めるもの

概要概要

今後に向けて今後に向けて

県庁内部における押印県庁内部における押印

「県民サービス向上」と「県庁の働き方改革」を目指し、
県庁DX（デジタル技術を活用した県庁改革)を推進

ハンコ手続廃止徹底に向け、公文書

管理規則等の改正を早急に行う

県民が県に提出する書類への押印
・ 県独自で対応できるもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・自署されれば押印省略
・ オンライン手続（電子申請）環境の整備 ・・・・・・ オンライン条例
県から県民に対して発出する文書への押印
・ 公印省略 ・・・・ 例）各種通知 など
・ 公印刷込み・・・ 例）各種許可証 など
・ 電子公印 ・・・・ 例）県税に係る各種納税通知 など

内部の意思決定
・ 電子決裁等システムの導入により、意思決定の際の押印（いわゆるスタンプラリー）は、既に廃止済み

鳥取県庁内(知事部局)における取組

鳥取県庁内ハンコ手続 止宣言
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R2年度 R3年度 R4年度

収入証紙制度の廃止
廃 止 後

スケジュール

＜手続の流れ＞

②申請書に貼付
③申請窓口に提出

＜証紙による納付の主なもの＞
各種行政手続の手数料
証明書の発行手数料 など

①証紙販売所で収入証紙を購入

県窓口納付

現金、電子マネー、
クレジットカードで
納付が可能

電子申請
ペイジー、

クレジットカードで
納付が可能

【問題点】
・ 証紙購入場所
が
わかりにくい
・ 時間が限定され
る 等

証紙に代わる収納手段整備
（財務システム改修、 POSレジ調達、電子収納機能追加 等）

R3.9証紙販売停止
11月議会
証紙条例廃止、補正予算上程

R3.10証紙に代わる収納開始

制度廃止の周知

・納入通知書(申請後に
県が発行)によりペイ
ジー、電子マネー等で
納付
・銀行口座引落により
納付 等

その他納付書
（あらかじめ県が配

布）
コンビニ、銀行で
納付が可能

S38年の地方自治法改正により制度化
改正前、現金納付原則の不便さから、多く
の自治体で規則定めにより証紙による収
入を開始（本県ではS28.7から開始）
鳥取県収入証紙条例（S39.4.1施行)
H26.4～ 一部窓口での現金払いも可能とする

「ハイブリッド方式」を導入

廃止に向けた

見直し

H30年度～
・県議会での議論
・電子化の推進

現 状

証紙制度創設の経緯

運転免許更新・旅券に関する手数料などが対象
電子申請とセットにすると「いつでもどこからでも」
申請・納付可能に
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H13 H16 ～ H27 H28 H29 H30 H31/R1 R2

●電子申請システム運用開始
（行政手続オンライン化開始）
※鳥取県オンライン条例策定

●電子申請システム運用開始
（行政手続オンライン化開始）
※鳥取県オンライン条例策定

●電子決裁システム運用開始
（スタンプラリー廃止）
※押印廃止、改ざん不可

●電子決裁システム運用開始
（スタンプラリー廃止）
※押印廃止、改ざん不可

●電子県庁推進
プロジェクト開始

●電子県庁推進
プロジェクト開始

●予算編成作業
の電子化

●予算編成作業
の電子化

●テレワーク環境の整備
（仮想環境モバイルPC整備開始）
●テレワーク環境の整備
（仮想環境モバイルPC整備開始）

●岡山県とのシステム共同化
セキュリティクラウドの共同構築・共同運用
●岡山県とのシステム共同化
セキュリティクラウドの共同構築・共同運用

●岡山県・広島県とのシステム共同化
マイナンバー統合宛名システムの共同構築・共同運用
●岡山県・広島県とのシステム共同化
マイナンバー統合宛名システムの共同構築・共同運用

●鳥取情報ハイウェイ運用開始●鳥取情報ハイウェイ運用開始

●県内全市町村とのシステム共同化を検討開始
（鳥取県自治体ICT共同化推進協議会の設立）
※H28、地方自治法上の「連携協約」を締結

●県内全市町村とのシステム共同化を検討開始
（鳥取県自治体ICT共同化推進協議会の設立）
※H28、地方自治法上の「連携協約」を締結

●行政イントラの共同調達・共同運用
（県内全市町村とのシステム共同化）
●行政イントラの共同調達・共同運用
（県内全市町村とのシステム共同化）

●電子申請システムのリニューアル
（13市町村とのシステム共同化）

●AI音声認識運用開始
（議事録作成支援）
●AI音声認識運用開始
（議事録作成支援）

●全庁利用型
RPA運用開始
●全庁利用型
RPA運用開始

●RPA
先行導入

●RPA
先行導入

●各種業務ステム運用開始
（旅費申請、時間外申請、各種手当、出退勤、給与システム、税システム、財務システム、・・・・・）

●学校業務支援システム共同調達・共同運用
（県内全市町村で校務の標準化・共通化を実現）
●学校業務支援システム共同調達・共同運用
（県内全市町村で校務の標準化・共通化を実現）

●Ｈ８ 庁内LAN構築開始●Ｈ８ 庁内LAN構築開始

鳥取県における県庁デジタル化に向けた取組（年次推移）
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鳥取県庁における電子化の効果
予算編成作業の電子化

電子決裁システムの稼働

・ペーパーレスの予算編成作業に

・スタンプラリーの廃止
・決裁日時を記録
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鳥取県 情報政策課

自治体の枠を超えて校務を標準化・共通化 ⇒ 学校現場における業務効率化を実現！

2019年度 全国知事会主催[先進政策大賞」受賞・・・（全国１位） ※県情報政策課が、ICT協議会を通じ、大規模な業務改革を牽引
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共同調達により、大幅なコスト削減効果を実現！

コスト削減により、総務省の予想を超え、教育分野も防御範囲へ拡大！

岡山県との情報セキュリティクラウド共同化

【セキュリティクラウドの主な機能例】
専門人材による24時間365日の監視、不正侵入検知
不正侵入防止、ふるまい検知、Webフィルタリング 等
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県単独調達
の見込み額 契約額

５年間総額比較（イニシャル、ランニング含む)

コ
ス
ト
削
減

512,793千円1,272,222千円

約7.6億円
-60％

の削減効果

共同構築によるコスト削減効果により、国の想定
を超え、県内すべての県立学校及び市町村立学
校も防御範囲へ拡大。

鳥取・岡山自治体情報セキュリティクラウドのイメージ図

県立及び市町
村立学校含む

次期セキュリティクラウドにおいても岡山県との共同調達を検討中。

10




